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       令和元年第２回西予市議会定例会厚生常任委員会会議録 

１．開催日時 令和元年 ６月２０日 

１．開催場所 西予市議会第３委員会室 

１．開  会 令和元年 ６月２０日 

       午後 １時００分 

１．閉  会 令和元年 ６月２０日 

       午後 ３時４５分 

１．出 席 委 員        

   委員長  源  正樹 

   副委員長 加藤 美香 

   委員   信宮 徹也 

   委員   河野 清一 

   委員   二宮 一朗 

   委員   宇都宮 明宏 

   委員   酒井 宇之吉 

１．欠 席 委 員 

   な  し 

１．出席説明員 

   生活福祉部長    

   兼福祉事務所長  藤井 兼人 

   医療介護部長   山岡 薫彦 

   長寿介護課長   宇都宮 積矢 

子育て支援課長  松田 禎子 

   環境衛生課長   佐々木 邦仁 

   健康づくり推進課長  沖村 智 

   市民課長     松本 豊和 

   つくし苑事務長  岩本 博文 

明浜生活福祉課長  三好 忠利 

野村生活福祉課長  森本 美重 

   城川生活福祉課長  河野 栄二 

三瓶生活福祉課長  井上 又文 

医療対策室長   亀岡 敦志 

長寿介護課長補佐  信宮 佳子 

長寿介護課保健師長  三瀬 穂津美 

長寿介護課係長  野本 伸二 

長寿介護課係長  柴田 直樹 

子育て支援課長補佐  細谷 涼子 

子育て支援課係長  清家 昌弘 

子育て支援課主査  山下 元紀 

環境衛生課長補佐  大塚 義導 

環境衛生課長補佐  兵頭 章夫 

環境衛生課係長  源  琢也 

健康づくり推進課長補佐  井上 理恵 

健康づくり推進課保健師長  佐々木 靖子 

健康づくり推進課係長  二宮 真紀 

市民課長補佐   桝田 寿美子 

市民課係長    宇都宮 千春 

市民課係長    二宮 夕子 

市民課係長    西村 由起 

   つくし苑事務長補佐  垣内 千幸 

 

１．出席議会事務局職員 

   書記    三好 祐介 

 

１．会議に付した事件   

    議案第１０３号 西予市介護保険条例の一部を改正

する条例制定について 

    議案第１０４号 西予市宇和福祉センター条例の一

部を改正する条例制定について 

    議案第１０５号 西予市游の里健康センター条例の

一部を改正する条例制定について 

    議案第１０６号 西予市保健センター及び保健福祉

センター条例の一部を改正する条

例制定について 

    議案第１０７号 西予市明浜健康管理センター条例

の一部を改正する条例制定につい

て 

議案第１０８号 西予市国民健康保険診療所条例の

一部を改正する条例制定について 

議案第１０９号 西予市健康保養地中核施設の設置

及び管理に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

議案第１２１号 西予市野村介護老人保健施設つく

し苑手数料条例の一部を改正する

条例制定について 

    議案第１２２号 令和元年度西予市一般会計補正予

算（第１号） 

議案第１２３号 令和元年度西予市国民健康保険特

別会計補正予算（第１号） 

議案第１２４号 令和元年度西予市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号） 

議案第１２５号 令和元年度西予市介護保険特別会

計補正予算（第１号） 

議案第１２８号 令和元年度西予市野村介護老人保

健施設事業会計補正予算（第１

号） 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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  開会 午後１時00分 

○加藤副委員長 

これより令和元年第２回定例会厚生常任委員会

を開会いたします。 

開会にあたり委員長より挨拶があります。 

○源委員長  

 委員長が挨拶を行う。 

○加藤副委員長 

次に、藤井生活福祉部長より挨拶をよろしくお

願いいたします。 

○藤井生活福祉部長 

 藤井生活福祉部長が挨拶を行う。 

○加藤副委員長 

 ありがとうございました。 

それでは注意事項を申し上げます。発言の際に

は挙手の上、委員長の許可を得てからお願いいた

します。 

また、委員会室への携帯電話の持ち込みはご遠

慮ください。 

それでは、これより先の進行は委員長で行って

いただきます。 

 

【福祉事務所】 

【長寿介護課】 

○源委員長 

それでは、これより本日の会議を開きます。 

まず、議案第103号「西予市介護保険条例の一

部を改正する条例制定について」を議題といたし

ます。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮長寿介護課長 

議案第103号「西予市介護保険条例の一部を改

正する条例制定について」ご説明を申し上げま

す。 

今回の改正は、消費税及び地方消費税の引き上

げにあわせ、所得の少ない者に対する保険料の軽

減割合を強化するとともに、対象を市民税非課税

世帯に拡充するものでございます。 

本条例の改正により第１号被保険者の保険料調

整率を所得の第１段階は0.45から0.375に、第２

段階で0.75から0.625、第３段階では0.75から

0.725に改めまして、所得の少ない者の保険料軽

減を図るものでございます。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○源委員長 

以上で説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

以上で質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

議案第103号「西予市介護保険条例の一部を改

正する条例制定について」原案に賛成の委員の挙

手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。よって、当委員会として

は原案どおり可決することに決しました。 

続きまして、議案第104号「西予市宇和福祉セ

ンター条例の一部を改正する条例制定について」

及び、議案第105号「西予市游の里健康センター

条例の一部を改正する条例制定について」の２件

について一括議題といたします。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮長寿介護課長 

議案第104号「西予市宇和福祉センター条例の

一部を改正する条例制定について」及び、議案第

105号「西予市游の里健康センター条例の一部を

改正する条例制定について」ご説明を申し上げま

す。 

今回の改正は、消費税及び地方消費税が引き上

げられることに伴う施設の維持管理費用の標準化

を図るために、宇和福祉センターの各部屋及び冷

暖房の使用料と游の里健康センターの利用料金を

改定するものでございます。施行期日は法の施行

に合わせ令和元年10月１日とするものでございま

す。 

以上２議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○源委員長 

以上で説明は終わりました。 

これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。 

質疑はありませんか。 

○酒井委員 

消費税アップに対してこうして10月１日から施

行するようになるわけですけども、これについて

市民税の免除とかそういう形のものは全然取りい
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れておりませんか。介護保険についてはあるわけ

でございます。ほかの分にはありません。 

○源委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時09分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時13分） 

○宇都宮長寿介護課長 

游の里健康センターの利用料金の改定でござい

ますが、これは上限を定めるものでして、現行の

料金で運用を行う予定となっております。 

また、他の消費税に伴う法改正等につきまして

は、この後調査して報告とさせていただきたいと

思います。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

それでは以上で質疑を終結といたします。 

それでは採決に入ります。 

まずは、議案第104号についてお諮りをいたし

ます。 

お諮りいたします。 

議案第104号「西予市宇和福祉センター条例の

一部を改正する条例制定について」原案に賛成の

委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。 

当委員会として、原案どおり可決することに決

しました。 

続きまして、議案第105号についてお諮りをい

たします。 

議案第105号「西予市游の里健康センター条例

の一部を改正する条例制定について」原案に賛成

の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。 

当委員会として原案どおり可決することに決し

ました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時15分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時15分） 

次に、議案第122号「令和元年度西予市一般会

計補正予算（第１号）」長寿介護課所管分及び、

議案第125号「令和元年度西予市介護保険特別会

計補正予算（第１号）」の２件を関連がございま

すので一括議題といたします。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮長寿介護課長 

それでは、議案第122号「令和元年度西予市一

般会計補正予算（第１号）」のうち、長寿介護課

所管分につきまして補正予算書に基づいてご説明

を申し上げます。 

まず、歳出からご説明をさせていただきます。

予算書17ページをお開きください。 

3款民生費、1項社会福祉費、3目老人福祉費の

4節共済費、社会保険料30万4000円、7節賃金、嘱

託職員賃金189万5000円を増額計上しておりま

す。これは、職員の産前産後休暇及び育児休暇の

取得に伴う嘱託職員任用に係る社会保険料と嘱託

職員賃金でございます。 

次に、28節繰出金、介護保険特別会計繰出事業

4400万7000円を増額計上しております。この繰出

事業につきましては、介護保険特別会計予算でご

説明させていただきます。 

続きまして、歳入のご説明を申し上げます。予

算書９ページをお開き願います。 

13款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国

庫負担金、1節社会福祉費国庫負担金2218万

9000円の増額補正でございますが、先ほどの介護

保険条例の一部改正でご説明申し上げました保険

料調整率の改定に伴うものでございます。国の負

担割合は２分の１となっております。 

次に、予算書10ページをお開きください。 

14款県支出金、1項県負担金、2目民生費県負担

金、1節社会福祉費県負担金1109万4000円の増額

補正でございますが、社会福祉費国庫負担金でご

説明申し上げました保険料調整率の改定に伴う県

負担金でございます。県の負担割合は４分の１と

なっております。 

以上で、議案第122号「令和元年度西予市一般

会計補正予算（第１号）」の長寿介護課所管分の

ご説明とさせていただきます。 

続きまして、議案第125号「令和元年度西予市

介護保険特別会計補正予算（第１号）」につきま

して、補正予算書に基づいてご説明を申し上げま

す。 

予算書６ページをお開きください。 

1款保険料、1項介護保険料、1目第１号被保険
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者保険料において、現年度分保険料4413万7000円

を減額計上しております。これは先ほど介護保険

条例の一部を改正する条例制定の折にご説明を申

し上げました所得の少ない者への介護保険料軽減

措置による保険料の減額によるものでございま

す。なお、減額分につきましては、一般会計から

の繰入金で賄われます。 

同じく4款国庫支出金、2項国庫補助金、2目介

護保険事業費国庫補助金37万4000円を増額計上し

ております。これは介護保険システムの改修に伴

う国庫補助金でございます。 

次に、8款繰入金、1項一般会計繰入金でござい

ますが、2目その他一般会計繰入金37万4000円の

減額計上は、介護保険システム改修に伴う国庫補

助金が確定されましたので減額するものでござい

ます。 

次に、3目低所得者保険料軽減繰入金4438万

1000円を増額計上しております。これは第１号被

保険者保険料の4413万7000円の減額補正額におい

て、普通徴収保険料の収納率を90％で見込んでい

るため、未収金にあたる10％、24万4000円を増額

した金額となっております。 

予算書７ページをお開きください。 

8款繰入金、2項基金繰入金、1目介護給付費準

備基金繰入金24万4000円の減額計上でございま

す。低所得者保険料軽減繰入金を24万4000円増額

したものによる減額補正でございます。 

以上で、議案第125号「令和元年度西予市介護

保険特別会計補正予算（第１号）」のご説明とさ

せていただきます。 

以上２議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○源委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより一括質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

○酒井委員 

介護保険の収納率90％に見積もって、後の10％

ですが、年金取得者については年金から引かれる

から、徴収ですから、100％に近いだろうと思い

ます。 

あとの10％は大体どういうところが、どういう

傾向があるか御示し願います。 

○宇都宮長寿介護課長 

未収金10％となる方の傾向でございますが、特

別徴収から普通徴収へ変わる際に、ある一定期間

が必要になってきます。ですので、年金から引か

れているものと思っている方について特別徴収に

なるまでの間、この保険料の滞納が多い傾向にご

ざいます。 

○酒井委員 

ということは継続的にブランクがあるだけで、

全部ずっと未収金が続くというわけではないとい

う解釈でよろしいんですか。 

○宇都宮長寿介護課長 

ただいまの件につきましては担当係長よりご説

明申し上げます。 

○源委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時24分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時29分） 

○宇都宮長寿介護課長 

平成30年度の特別徴収が収納率100％となって

おります。普通徴収につきましては収納率

89.37％。この約10％の未収金の対象となってお

ります方は、普通徴収が年金の年額が18万円未満

の方々が対象となりますので、どうしても低所得

者の方が多くおられます。ですので、納付困難な

方につきましては、未収金が滞るといった傾向に

ございます。 

○源委員長 

ほかにありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

まずは、議案第122号についてお諮りをいたし

ます。 

議案第122号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第１号）」のうち、長寿介護課所管分につ

いて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会としては、原案

どおり可決することに決しました。 

続きまして、議案第125号「令和元年度西予市

介護保険特別会計補正予算（第１号）」につい

て、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。よって、当委員会として
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原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩いたします。（休憩 午後１時31分） 

 

【子育て支援課】 

○源委員長 

再開いたします。（再開 午後１時34分） 

次に、子育て支援課所管分の審査といたしま

す。 

議案第122号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第１号）」のうち、子育て支援課所管分を

議題といたします。 

松田課長の説明を求めます。 

○松田子育て支援課長 

それでは、議案第122号「令和元年度西予市一

般会計補正予算（第１号）」子育て支援課所管分

につきまして、補正予算書に基づきご説明を申し

上げます。 

予算書の18ページをごらんください。 

3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務

費680万円の増額補正でございます。この内容に

つきましては、６月10日の全員協議会で説明させ

ていただきましたとおり、下宇和地区放課後児童

健全育成事業学童保育施設整備のため、東宇和農

業協同組合の所有する整備予定地を取得するため

に必要となる土地取得費用680万円を計上するも

のでございます。 

同ページ、2目児童措置費139万8000円の増額補

正でございます。この内容につきましては、10月

１日から開始されます幼児教育・保育の無償化の

準備、実施を円滑に進めるため、任用に係る臨時

職員賃金及び社会保険料に係る費用139万8000円

を計上するものでございます。 

14ページをごらんください。 

2款総務費、1項総務管理費、8目電算管理費、

電算システム開発導入事業767万円のうち、幼児

教育・保育の無償化に係る電算システム改修委託

料として723万8000円を計上いたしました。幼児

教育・保育無償化の財源につきまして、予算書の

10ページをごらんください。無償化にかかわる初

年度の導入時に必要となる事務費につきまして

は、全額国費による負担として措置される予定と

なっております。先ほど歳出で説明いたしました

臨時職員任用に係る経費及び、システム改修委託

料を合わせた863万6000円が13款国庫支出金、2項

国庫補助金、1目民生費国庫補助金の子ども・子

育て支援事業費国庫補助金として全額交付される

予定でございます。 

続きまして、29ページをごらんください。 

10款教育費、4項幼稚園費、1目幼稚園費185万

1000円のうち、幼稚園管理事業24万2000円を増額

補正いたします。この内容につきましては、幼稚

園嘱託職員の退職により、しろかわ保育所から以

前幼稚園勤務の経験があります嘱託職員が異動し

たことにより、賃金、社会保険料の差額分24万

2000円を計上するものでございます。 

以上、令和元年度西予市一般会計補正予算（第

１号）子育て支援課所管分のご説明とさせていた

だきます。よろしくご審議の上、ご決定ください

ますようお願いいたします。 

○源委員長 

説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑はありません

か。 

○二宮委員 

一般質問でも、質疑でも何かあったと思うんで

すけど明下田クラブの用地取得の680万。その変

更前の予定の土地は購入されていたんですかね、

してなかったんですかね。 

○松田子育て支援課長 

ちぬや近くの土地につきましては、土地開発基

金によりまして、学童保育を目的として土地取得

は行っております。 

○二宮委員 

昨年の厚生常任委員会の視察で、あそこ危ない

からということがあったのは聞いとるんですけど

も。土地開発公社が持っとることになるんですけ

れども、その後の利用とかいうのはそしたら、ま

だ未定ということでしょうかね。 

○藤井福祉事務所長 

場所がＪＡの場所に変わりまして、場所につき

ましては、今後じっくりと、有効的に使えるよう

に検討するということで理事者から指示をいただ

いております。 

○酒井委員 

議会と市民との意見交換会の中で、学童保育に

ついて、住民の方から明間が非常に寂しくなるん

で、明間に何とか残してくれという意見と、皆田

地区のほうからは、今のところへたくさんの人が

集まると賑やかになって子どもの成長にもいいと

いうような二つの意見が市民との意見交換会で出
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てまいりました。それで、結論的に言えば、今の

方向性でいきましたら、皆田の今の計画のとおり

になるんだろうと思うんですけど。明間地区の了

解っていうか、説明会とかこういうようにします

よというようなことはなされておりますか。 

○藤井福祉事務所長 

今回の整備は、学童保育の施設でございます。

今明間は、明間保育園が避難指示に入っておりま

して、それで休園ということで下宇和保育園に、

全員ではないんですが、保護者が選択されて、大

部分の方が下宇和保育園で保育を受けておりま

す。基本的に避難指示区域の治山事業等が終わり

まして、その解除された場合には、運営は西予総

合福祉会ではございますが、また再開に向けて、

今後、保護者の方、地域の方と協議をしながら進

めてまいりますので、保育園に関しては、今そう

いう流れになっております。保育園の件に関して

は地元の方ともお話をさせていただいております

ので、学童保育については、また別のものという

ことでさせていただいております。 

○源委員長 

ほかにありませんか。 

○二宮委員 

保育料無償化の件でお伺いしたいんですけれど

も、本当に保育料無償化になってよかったなと思

うんですけれども、ゼロ歳から２歳のお子さんは

非課税世帯以外はまだ無償化ではないということ

ですけども、その部分の金額というか、予算にし

たらどのぐらいになるかいうのはわかりますか。 

○源委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時44分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時47分） 

○松田子育て支援課長 

４月１日現在で入所者が1,001名となっており

ます。そのうち無償化の対象になりますのが

724名となります。 

その中で、今ご質問がありましたゼロから２歳

の非課税世帯の方が40名となっております。全て

の細かい数値につきましてはまた後ほど提出させ

ていただきます。 

○二宮委員 

突然の質問なんで、金額まではあれかもしれま

せんけども、自分的なその希望でいいますと、本

当に少ないあと残りの人も無償化してあげたらい

いかなというのが思いなんですけども、自主財源

も厳しい中で大変だと思うんですけども、そうい

うことも視野に入れた今度、計算もしていただい

てまた報告もいただいたらと思います。 

もう１点の質問ですけども、認可外保育施設も

該当だと思うんですけども、該当者はどのぐら

い、人数とかわかったら教えていただきたいなと

思います。 

○松田子育て支援課長 

現在把握しておりますのが10名程度です。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第122号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第１号）」のうち、子育て支援課所管分に

ついて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会として原案どお

り可決する事に決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時49分） 

 

【生活福祉部】 

【環境衛生課】 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時51分） 

続きまして、議案第122号「令和元年度西予市

一般会計補正予算（第１号）」のうち、環境衛生

課所管分を議題といたします。 

佐々木課長の説明を求めます。 

○佐々木環境衛生課長 

それでは、議案第122号「令和元年度西予市一

般会計補正予算（第１号）」環境衛生課所管分に

ついてご説明をさせていただきます。 

まず、歳出についてご説明をいたします。予算

書20ページをお開きください。 

4款衛生費、1項保健衛生費、4目環境衛生費の

9215万8000円を765万円減額し、8450万8000円と

するものでございます。田園ロマンの里づくり推

進事業で33万2000円を増額、職員給与費（環境衛

生費）で798万2000円を減額するものでございま

す。 
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田園ロマンの里づくり推進事業の増額につきま

しては、総務省が実施しております都市農山漁村

の地域連携による子供農山漁村交流推進モデル事

業として、山口県周南市八代小学校との交流事業

を応募していましたところ、それが採択されたこ

とによるものでございます。その主な費用としま

しては、講師謝金13万4000円、旅費4万2000円、

消耗品費10万円のほか、必要な経費を計上してお

ります。 

職員給与費（環境衛生費）の減額分につきまし

ては、人事異動に伴うもので説明は省略させてい

ただきます。 

次に、歳入についてご説明申し上げます。予算

書10ページをお開きください。 

13款国庫支出金、2項国庫補助金、2目衛生費国

庫補助金1303万2000円を54万8000円増額し、

1358万円とするものでございます。そのうち環境

衛生課所管分としましては、子供農山漁村交流推

進モデル事業補助金としまして、33万2000円を計

上いたしております。これは先ほど説明しました

田園ロマンの里づくり推進事業の経費に全額充当

をするものでございます。 

以上で、環境衛生課所管分の説明を終わりま

す。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○源委員長 

佐々木課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。質疑はありません

か。 

○酒井委員 

課長にお尋ねしますが、先般愛媛新聞に出まし

た災害時期の計画書が、ごみの計画書が出てない

のが自治体三つあったと。先般の７月豪雨により

ましてなかなか事務的にそういう計画文書はでき

ないと思いますけど、早急につくることと、そし

て東南海地震の被害とかそういうことを考えます

と、計画するときにはそういう数字の基本になる

ものはどこから算出するのですか。結果的に、７

月豪雨は何万トンでて、そしてこういうことでや

っているわけですけども、計画書をつくるとき

に、災害ってのはとかく豪雨だとかそういうこと

だけではなしに、今後想定されている東南海地震

だとか、南海地震についてのそういうものまでや

らなきゃだめなのでしょうか。お尋ねしておきま

す。 

そして新聞紙上には、今年度いっぱいに西予市

はつくるというようなことが書いてありましたけ

ど、大洲市はもう少し早いようでございます。そ

のあたりはどういうふうに理事者側が考えて、ど

ういう想定の中でそういう計画書をつくられるの

かお尋ねします。 

○源委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時56分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午後１時58分） 

○佐々木環境衛生課長 

災害廃棄物処理計画につきましては、当市にお

いては、平成30年度策定予定ということで、国の

補助事業を使いまして、伊方町、八幡浜市、西予

市で南海トラフの地震の影響を考えて、モデル事

業として一応基本的な数値の資料というのをつく

っております。それが28年度事業だったんです

が、29年度に繰り越しをして29年度末にその報告

書ができ上がっております。それを踏まえて、

30年度計画策定ということでうちのほうも進めて

おりましたが、30年７月豪雨災害で、災害ごみ等

の大量発生によって、現場等の対応とか、また公

費解体の対応とかで職員がそちらで人的にとられ

てしまって計画策定ができなかったというところ

でございます。 

計画としましては、今年度策定ということで今

進めているところです。実際のところ、その数

字、何を使うかっていうところになりますと、基

本的に南海トラフ地震を考慮しますと、東日本大

震災の要は数値を使うというところになろうと思

います。環境省も計算の試算の中ではそれを使い

なさいということで、例を出しますと、全壊家屋

であれば、１件当たり117トンの災害ごみが出ま

すというようなことで、県で全壊家屋は何件西予

市にあるかっていうような数字が出ていますの

で、その辺の数字を使いながら、その廃棄物の出

る量をかけて、どのぐらいのごみが出るよという

ところで数字なんかは算出するようになろうと思

います。そういったことで基礎的なデータにつき

ましては、一応モデル事業で数字的なものは出て

おりますので、その辺をまた考慮しながら策定し

ていくというようなことになろうと思います。 

○酒井委員 

その件わかりました。そして、お尋ねするんで

すが、現在、まだ災害の家壊し等々の予算を当初
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に上げていろいろやっているんですけども、この

件につきまして、執行状況につきまして尋ねてよ

ければ尋ねさせていただいたらと思います。 

非常にまだ災害に遭われた方の費用についての

取り壊しの費用とか、そういうことについて、ま

だ執行されてないというようなところも耳にする

んですけれども、現状どれぐらいの執行状態かお

聞きしてよろしければ聞かせていただきたい。 

○源委員長 

それでは議案外質疑にはなりますが、課長から

説明をお願いします。 

○佐々木環境衛生課長 

災害による片付けごみにおきましては、４月末

ぐらいにほとんど終わっているところです。今現

在、現在の災害のごみというのが公費解体関係の

ごみの処分を行っているところでございます。公

費解体につきましては、申請件数が現在144件ご

ざいます。そのうち契約件数が134件、執行率と

しましては93％、うち完了の件数でございます

が、現在99件が完了しています。ということで、

まだ10件が契約できてないっていうところですけ

ど、この分につきましては３月末に申請が出た関

係もありまして、建物壊す場合にその相続関係の

確認とか、現地調査とか、あとアスベストがあれ

ばその辺の調査も実施しないといけないので、そ

の分がまだちょっとできてないところでございま

す。 

今月６月末の未完了の予定としては、今現在調

査している段階で14件ございます。あと今月末の

完了予定が21件ありますので、正味残っているの

は24件ということになっております。いろいろ現

場の関係で業者の都合とか、その辺でなかなか進

んでないようなことも言われておりますが、進捗

としてはまあまあいっているのかなっていうとこ

ろでございます。ということで残り10件の未発注

分について、まだ実際のところその取り壊し自体

もまだちょっと考えられているっていう方もおら

れるんですよ、数件。その辺もまたお話をさせて

いただきながらどうするかっていうところで進め

ていきたいと考えております。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第122号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第１号）」のうち、環境衛生課所管分につ

いて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会として、原案ど

おり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時04分） 

 

【健康づくり推進課】 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時18分） 

次に、議案第106号「西予市保健センター及び

保健福祉センター条例の一部を改正する条例制定

について」及び、議案第107号「西予市明浜健康

管理センター条例の一部を改正する条例制定につ

いて」の２件を一括議題といたします。 

沖村課長の説明を求めます。 

○沖村健康づくり推進課長 

それでは、議案第106号「西予市保健センター

及び保健福祉センター条例の一部を改正する条例

制定」及び、議案第107号「西予市明浜健康管理

センター条例の一部を改正する条例制定につい

て」関連がありますのであわせて、提案理由をご

説明申し上げます。 

保健センター及び保健福祉センターは、市民の

健康保持及び福祉の向上を図るために設置したも

のであり、市内には、宇和保健センター、野村保

健福祉センター及び三瓶保健福祉総合センターの

３館が保健福祉の拠点として、保健活動を初め、

市民にも広くご利用いただいているところでござ

います。 

また、明浜健康管理センターは、市民の健康づ

くりや明浜地域における各種健康診査の実施及び

地域住民の保健活動の場としてご利用いただいて

おります。 

今回、消費税率及び地方消費税率が引き上げる

ことに伴い、それぞれの施設使用料金を定める関

係条例におきまして料金の改定等を行うものでご

ざいます。なお、施行期日は法の施行に合わせ

て、令和元年10月１日とするものです。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○源委員長 
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沖村課長の説明は終わりました。 

これより本案２件に対する一括質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

以上で質疑を終結いたします。 

まずは、議案第106号についてお諮りいたしま

す。 

議案第106号「西予市保健センター及び保険保

健福祉センター条例の一部を改正する条例制定に

ついて」原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会として原案どお

り可決することに決しました。 

続きまして、議案第107号についてお諮りいた

します。 

議案第107号「西予市明浜健康管理センター条

例の一部を改正する条例制定について」原案に賛

成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会として、原案ど

おり可決することに決しました。 

続きまして、議案第109号「西予市健康保養地

中核施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例制定について」を議題といたします。 

沖村課長の説明を求めます。 

○沖村健康づくり推進課長 

議案第109号「西予市健康保養地中核施設の設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制

定について」ご説明申し上げます。 

本施設、クアテルメ宝泉坊は、平成17年の開館

以来、指定管理者制度により株式会社城川ファク

トリーに管理・運営を委託しているところです。

指定管理者はこれまで14年間施設利用料金を改定

することなく経営努力を続けてまいりましたが、

近年、人件費を初め、原油価格の高騰など、社会

情勢の変化に伴い、施設維持管理費のコストが増

加していることに加え、一定の施設利用者は確保

しているものの、近隣と比較しても安価な利用料

が経営を圧迫しているところから、安定な収益確

保に向けて改善策を検討してきたところでござい

ます。 

今回、施設の健全経営に向け、温泉利用者のサ

ービス向上と適正な施設管理につなげるために、

また、消費税率及び地方消費税率が引き上げるこ

とに伴い、温泉利用料金を見直し、施設使用料金

を定める関係条例におきまして料金改定を行うも

のであります。なお、施行期日は法の施行に合わ

せて、令和元年10月１日とするものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○源委員長 

以上で説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑はありません

か。 

○酒井委員 

消費税のアップもあるんですけども、ここの温

浴施設につきましては、第三セクターのあり方と

いうような形の中で今非常に議題に上がっている

ところですけれども、500円が600円というのは

何％の上がり率になるのか。それとも、消費税

５％のときから８％のときに上げてないのか。そ

れとも５％から10％を今回の消費税に上げるの

か。そのあたりの説明をちょっとしていただいた

ら理解は進むんですけども。 

○源委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時25分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時31分） 

○沖村健康づくり推進課長 

クアテルメ宝泉坊は開館以来、消費税の引き上

げに伴った料金改定をしておりません。この度、

10％、消費税率の引き上げに伴う料金改定だけで

はなく、これまでの原油価格の高騰や人件費の増

加など、経営を圧迫する内容について改善をした

いということで、今回、一部をその引き上げにす

るものでございます。もともとこの施設について

は、近隣の市町の同様な温浴施設に比べると、非

常に安価な価格を設定しておりまして、これが、

先ほど申し上げましたように経営圧迫の材料の一

つとなっていたところでございます。 

このような現状がございまして、今回、温浴施

設のうち、大浴場等の利用料金を改定するもので

ありますけれども、入浴の500円を600円、そして

子どもの料金300円から400円にということで、実

質120％ぐらいの増加ということになります。本

来消費税だけを試算しますと、これまでの500円

が520円、300円が310円ということでございます



－10－ 

ので、それに加えて80円、子どもであれば90円程

度の値上げということになります。あくまでもこ

の料金設定に関しましては、条例第11条第２項

で、施設利用料金の上限を定めたものでありまし

て、設定料金に関しましては、指定管理者が試算

をして、市長の了解を取った上で設定するもので

あります。したがって、今回、利用料金の上限を

定めるということでご理解いただけたらと思いま

す。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第109号「西予市健康保養地中核施設の設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制

定について」原案に賛成の委員の挙手を求めま

す。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会として原案どお

り可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時34分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時35分） 

続きまして、議案第122号「令和元年度西予市

一般会計補正予算（第１号）」のうち、健康づく

り推進課所管分を議題といたします。 

沖村課長の説明を求めます。 

○沖村健康づくり推進課長 

議案第122号「一般会計補正予算（第１号）」

のうち、健康づくり推進課所管分の補正予算につ

きまして予算書に基づきご説明申し上げます。 

まず、歳出をご説明申し上げます。予算書の

19ページをお開き願います。 

4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務

費のうち、本課の関係は、旧国保診療所等維持管

理事業623万8000円の増額及び人事異動に伴う職

員給与費903万1000円の減額補正でありますが、

職員給与費については説明を省略させていただき

ます。 

旧国保診療所等維持管理事業については、平成

30年３月末をもって廃止した国民健康保険旧俵津

歯科診療所の民間経営に向けて検討を重ねてまい

りましたが、このたび、東宇和歯科医師会等の協

力を得て、野村町野村12号476番地の米田歯科医

院米田壮吾医師との協議が調ったことから、先般

６月10日の市議会本会議において、議案第80号

「財産の無償貸付について」を上程し、旧俵津歯

科診療所の無償貸し付けの案件をご審議、ご決定

いただいたところでございます。 

今回の補正予算623万8000円の内訳は、施設を

民間に無償貸し付けし、開院時に必要な機器等の

修繕費96万7000円、機器更新手数料45万2000円、

水道の設置工事費24万7000円、機械器具などの備

品購入費153万9000円、新規開設支援事業補助金

300万円等でございます。今回、議決が得られま

したら、９月中に開業できるように諸準備を進め

てまいりたいと考えております。 

次に、歳入をご説明申し上げます。10ページを

お開き願います。 

13款国庫支出金、2項国庫補助金、2目衛生費国

庫補助金、1節保健衛生費国庫補助金のうち、

21万6000円の増額補正計上でございます。 

これは、今年度から３カ年かけて実施する成人

風しん抗体検査予防接種に係る健康管理システム

改修費43万2000円のうち、２分の１の21万6000円

を感染症予防事業費等国庫補助金として歳入を見

込んだものでございます。 

なお、歳出となるこのシステム改修費43万

2000円は、補正予算書14ページの2款総務費、1項

総務管理費、8目電算管理費の電算システム開発

導入事業として、まちづくり推進課において計上

をしておりますので申し添えます。 

以上、一般会計補正予算（第１号）の健康づく

り推進課所管分の説明を終わります。よろしくご

審議の上、ご決定いただきますようお願いをいた

します。 

○源委員長 

以上で説明は終わりました。 

これより質疑を行います。質疑はありません

か。 

○二宮委員 

ちょっと議案とは直接関係ないかもしれないの

で、また委員長に注意されるかもしれんのですけ

れども、今、全国的に問題になっとる件なのでお

聞きしたいなと思うんですけども。 

ひきこもりということで、いろんな問題が出て

おりまして、その中でも特にひきこもりの今半数
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が40代、50代ということで、いわゆる80 50問題

というのがニュース等でもあると思うんですけれ

ども、西予市の場合、行政でそれをどのぐらい把

握されているのかなというのをまず１点お聞きを

したいなと思うんですけれど、お答えいただきた

いと思います。 

○源委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時40分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時45分） 

○沖村健康づくり推進課長 

健康づくり推進課では引きこもりの調査をした

ことはございません。ただ、県が地元の民生委員

さん方を通じまして、引きこもりの調査をしたと

いう例はございます。 

○二宮委員 

ありがとうございます。先ほど言いましたよう

に全国的に大きな問題だし、今から80 50じゃな

くて、90 60になるというふうに言われとるぐら

い今大変な問題なんですけども、その中で要する

に自殺の問題があったりということで健康づくり

推進課かなと思うんですが、それ以外にも、今ほ

ど課長言われたような民生委員さんにかかわって

いただくこと、そして３年前から始まりました生

活困窮者の自立支援制度、これは福祉課だと思う

んですけども、そういうところに全国的に窓口と

してあったりということで、その相談される人が

市のどこに相談に行ったらいいのかなということ

ですよね。僕はいつも言うんですけど、交通整理

ができるような体制に今後、部長おられるんで、

そういうことが、こういうことが来たらどこ行っ

たらいいよというふうにわかるような体制に行政

としてほしいなという思いでちょっと質問をさせ

ていただきましたので、よろしくお願いします。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第122号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第１号）」のうち、健康づくり推進課所管

分について賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会として原案どお

り可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時48分） 

 

【市民課】 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時51分） 

次に、議案第108号「西予市国民健康保険診療

所条例の一部を改正する条例制定について」を議

題といたします。 

松本課長より説明をお願いします。 

○松本市民課長 

それでは、議案第108号「西予市国民健康保険

診療所条例の一部を改正する条例制定について」

ご説明を申し上げます。 

今回の改正は、消費税率及び地方消費税率が引

き上げられたことに伴い、診療所で交付する診断

書等の文書手数料の改定を行うとともに所要の整

備を行うものであります。所要の整備につきまし

ては、国の規定が改正されて、更生医療補装具要

否意見書が無償となっていたため、関係する項目

を廃止するものであります。施行の期日は法の施

行に合わせ令和元年10月１日とするものでありま

す。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○源委員長 

説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑はありません

か。 

○酒井委員 

新しいのが出ているんですが、大体平均して、

消費税率は２％上がるわけでございますけれど

も、５％から上げてないやつもありますし、これ

が大体全体で何％ぐらい上がるようになります

か。 

○松本市民課長 

前回８％上げていますんで今回２％の上昇にな

ります。 

○酒井委員 

前回に２％を掛けた金額だったら端数が出るは

ずなんですが、端数の切り捨て切り上げはどうい

うようにされていますか。 

○松本市民課長 

端数の分については10円単位未満で切り捨てと
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しております。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りします。 

議案第108号「西予市国民健康保険診療所条例

の一部を改正する条例制定について」原案に賛成

の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員です。当委員会として原案どおり可決

することに決しました。 

続きまして、議案第122号「令和元年度西予市

一般会計補正予算（第１号）」のうち、市民課所

管分、議案第123号「令和元年度西予市国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）」の２件につい

て関連がございますので、一括議題といたしま

す。 

松本課長の説明を求めます。 

○松本市民課長 

それでは、議案第122号「令和元年度西予市一

般会計補正予算（第１号）」の市民課所管分につ

きまして、補正予算に基づきご説明を申し上げま

す。 

補正予算書の15ページをお開きください。歳入

歳出補正予算事項別明細書でご説明させていただ

きます。歳出からご説明いたします。 

2款総務費、3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍

住民基本台帳費、補正額1454万2000円の減額補正

のうち、市民課の該当分は、住民基本台帳管理事

業で明浜支所嘱託職員１名分の4節共済費及び7節

賃金の合計240万2000円を計上するものでありま

す。 

続きまして、17ページをごらんください。 

3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務

費、補正額1822万9000円の減額補正のうち、市民

課の該当分は28節繰出金、国民健康保険特別会計

事業勘定繰出事業で737万3000円の減額補正でご

ざいます。この繰出事業につきましては、国民健

康保険特別会計補正予算でご説明をさせていただ

きます。 

続きまして、19ページをごらんください。 

4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務

費、補正額6万7000円の減額補正のうち、市民課

の該当分は28節繰出金、診療所勘定繰出事業で

109万6000円の増額補正でございます。この繰出

事業につきましても、国民健康保険特別会計診療

施設勘定会計補正予算でご説明をさせていただき

ます。 

以上、議案第122号「令和元年度西予市一般会

計補正予算（第１号）」の市民課所管分のご説明

させていただきます。 

続きまして、議案第123号「令和元年度西予市

国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」につ

きまして、補正予算に基づきご説明を申し上げま

す。 

補正予算書の８ページをごらんください。歳入

歳出補正予算事項別明細書でご説明をさせていた

だきます。歳出からご説明いたします。 

1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、

補正額737万3000円の減額補正でございます。本

庁市民課、三瓶生活福祉課職員の人事異動、育児

休業に伴う職員給与費に係るものであります。 

７ページの歳入をごらんください。 

7款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰

入金、職員給与費等繰入金として、歳出737万

3000円の減額補正と同額を予算計上させていただ

きました。これで事業勘定補正予算についてのご

説明とさせていただきます。 

引き続きまして、診療施設勘定会計歳入歳出補

正予算についてご説明を申し上げます。 

補正予算書の14ページをごらんください。歳入

歳出補正予算事項別明細書でご説明させていただ

きます。歳出からご説明をいたします。 

1款総務費、1項施設管理費、1目一般管理費、

補正額109万6000円の増額補正でございます。土

居診療所の診療体制の見直しにより、非常勤看護

師の勤務を半日から１日変更したことに伴う4節

共済費及び7節賃金の合計109万6000円を計上する

ものであります。 

13ページの歳入をごらんください。 

4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰

入金、臨時雇賃金等の繰入金として、歳出109万

6000円の増額補正と同額を計上させていただきま

した。 

以上で、議案第123号「令和元年度西予市国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）」について

のご説明とさせていただきます。 
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以上２議案、よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○源委員長 

説明が終わりました。 

これより本件２案について一括質疑を行いま

す。質疑はありませんか。 

○酒井委員 

外国人の分につきましてはつくし苑の予算の中

で説明していただけるようになるわけですか。 

○藤井生活福祉部長 

そうです。 

○酒井委員 

そちらのほうになるんですね。わかりました。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

それぞれについて採決を行います。 

まずは、議案第122号「令和元年度西予市一般

会計補正予算（第１号）」のうち、市民課所管分

について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会として原案どお

り可決することに決しました。 

続きまして、議案第123号「令和元年度西予市

国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」につ

いて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会として、原案ど

おり可決することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時01分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時01分） 

続きまして、議案第124号「令和元年度西予市

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」に

ついてを議題といたします。 

松本課長の説明を求めます。 

○松本市民課長 

それでは、議案第124号「令和元年度西予市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」につ

きましてご説明を申し上げます。 

補正予算書の７ページをごらんください。歳入

歳出補正予算事項別明細書でご説明をさせていた

だきます。まず、歳出からご説明をいたします。 

2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項後期高

齢者医療広域連合納付金、1目後期高齢者医療広

域連合納付金、補正額941万8000円の増額補正で

ございます。所得の低い方の軽減としまして本則

７割軽減の方はこれまでさらに上乗せして軽減

8.5割、９割されていましたが、平成31年度から

段階的に見直しを行っているため、９割軽減が８

割軽減となり、軽減額が縮減し保険料が増額する

ため、増額分を愛媛県後期高齢者医療広域連合に

納付するものであります。 

続きまして、4款諸支出金、1項償還金及び還付

加算金、1目保険料還付金、補正額150万円の増額

補正であります。平成30年７月豪雨災害による免

除申請などにより、還付が例年に比べて多く発生

し、件数が増加したことで年度をまたがっての処

理が必要となりましたので、還付します保険料の

過年度還付金を計上するものであります。 

６ページの歳入をごらんください。 

1款後期高齢者医療保険料、1項後期高齢者医療

保険料、1目特別徴収保険料、補正額690万3000円

の増額、2目普通徴収保険料、補正額251万5000円

の増額、合計941万8000円の増額補正でございま

す。歳出でご説明させていただきました軽減額の

縮減による保険料額の増額分であります。 

続きまして、5款諸収入、2項償還金及び還付加

算金、1目保険料還付金、補正額150万円の増額補

正でございます。保険料の還付金額、広域連合か

らの歳入になります。 

以上、議案第124号「令和元年度西予市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）」のご説明

とさせていただきます。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○源委員長 

説明が終わりました。 

これより本案について質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

○酒井委員 

後期高齢者医療の人数は、絶対数は減ってくる

と思うんですけれども、何年度が一番ピークにな

りますか。 

○源委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時05分） 
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○源委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時08分） 

○松本市民課長 

現在の後期高齢者の被保険者数ですけど、平成

31年３月末現在で9,105名です。今後、後期高齢

者は、５年程度、2025年程度は増える見込みで

す。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第124号「令和元年度西予市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）」について原案に

賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員です。当委員会として原案どおり可決

することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時09分） 

 

【医療介護部】 

【医療対策室】 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時21分） 

ただいまより医療介護部の審査に移ります。 

最初に、山岡医療介護部長より挨拶をお願いい

たします。 

○山岡医療介護部長 

山岡医療介護部長挨拶を行う。 

○源委員長 

山岡部長ありがとうございました。 

それではこれより審議を行います。 

まず、議案第122号「令和元年度西予市一般会

計補正予算（第１号）」のうち、医療対策室所管

分を議題といたします。 

亀岡室長に議案の説明をお願いいたします。 

○亀岡医療対策室長 

それでは「令和元年度西予市一般会計補正予算

（第１号）」につきまして、医療対策室関係の予

算をご説明申し上げます。 

補正予算書19ページをお開きください。 

今回の補正は、外国人材活用推進事業としまし

て、技能実習生２名を雇用するための事前準備に

必要となる費用163万円を増額補正するものであ

ります。 

補正予算書20ページをお開きください。 

支出につきましては、4款衛生費、1項保健衛生

費、1目保健衛生総務費におきまして、8節県外講

師の謝金12万円、9節講師への費用弁償4万円、外

国人技能実習生との面接及びモンゴル国立医科大

学への訪問に係る旅費136万円、そして、19節技

能実習生の講習や実習を監理する受入監理団体へ

の負担金11万円を増額補正するものであります。 

以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○源委員長 

説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑はありません

か。 

○二宮委員 

１点お伺いいたします。今ご説明いただきまし

た受入監理団体というのは、今既存にある団体な

んでしょうか。 

○亀岡医療対策室長 

受入監理団体は市内にはございません。モンゴ

ルの実績を持っている団体といいますのが今こち

らで調査しているのでは高知県に高知介護サービ

ス協同組合という企業組合がございますが、そち

らと今交渉を進めているところでございます。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○酒井委員 

海外研修生を入れるわけでございますけども、

今後、国も労働力不足の中でやっておりますけど

も、この理念の中に労働力という考え方ではなし

に、先般も農業再生会議の中にもお話しましたけ

ど、西予市の文化、歴史、そして慣習こういうも

のを勉強しながらやっていただくということを、

やはり労働力というものは実質そうかもしれんけ

ども、そういう対応しながらやっていただきたい

なと思います。そして、語学の勉強、これを西予

市の中で体制を整えてほしいと。西予市が指導実

体になってやっていただきたい。研修生を入れた

ときに、この語学の勉強、そして文化、歴史の勉

強をさすのにどれだけ民間の人たちがいくら入れ

てもなかなか骨を折っております。その点につき

まして、今後、農業にしても医療部門にしまして

も、そういうスタッフが少なくなってまいりま
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す。しっかりと西予市が魅力ある、西予市へ行け

ばいろんなことを教えてもらうよというような他

の自治体の模範になるように、むしろ先頭にきっ

て、そういう施策をできるような形をこの医療の

つくし苑に入られる研修生の対応について宿泊の

場所もそうでございます。そのあたりも含めて、

一つ検討していただきたきまして頑張っていただ

きたいと思います。 

まず、それから言いますと、宿泊場所の予定は

どうでしょうか。 

○亀岡医療対策室長 

宿泊の場所ですが、初年度２名実習生を受け入

れる予定にしております。つくし苑の近くに空き

家対策ということで活用を考えておりますが、当

初としましては、空いている官舎を利用して宿舎

とするように考えております。 

○酒井委員 

医療研修だけではなしに、生活文化、そして地

域との交流、こういうものについての研修の計画

はございますか。 

○亀岡医療対策室長 

先ほどおっしゃっていただきましたように、日

本語研修だけではなくて、生活の支援、サポー

ト、そしてまた国も言っておりますが、実習生が

来たときに医療のことであったり、日本語のこと

であったり、そういった生活の面もろもろの講習

も今回の計画に引き続き入れていこうと考えてお

ります。 

○酒井委員 

非常に西予市とモンゴルっていうのは相撲をと

おして文化も、今までモンゴルへ行かれた方も結

構野村地区にもおられますんで、その人たちの意

見とかを参考にして、やはり、西予市が魅力ある

と、またみんな来てよというような形の連携プレ

ーをしっかりしていただきたいと思います。相撲

文化と一緒に何かを引っ付けてやっていただける

ように期待をいたしております。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第122号「令和元年度西予市一般会計補正

予算（第１号）」のうち、医療対策室所管分につ

いて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員です。当委員会として原案どおり可決

することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時32分） 

 

【つくし苑】 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時33分） 

次に、議案第121号「西予市野村介護老人保健

施設つくし苑手数料条例の一部を改正する条例制

定について」を議題といたします。 

岩本事務長より説明を求めます。 

○岩本つくし苑事務長 

議案第121号「西予市野村介護老人保健施設つ

くし苑手数料条例の一部を改正する条例制定につ

いて」提案理由のご説明を申し上げます。今回の

改正は、令和元年10月１日から消費税率及び地方

消費税率が８％から10％に引き上げることに伴い

まして、つくし苑が発行する各種証明の手数料に

ついて改定を行うものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○源委員長 

説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑はありません

か。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第121号「西予市野村介護老人保健施設つ

くし苑手数料条例の一部を改正する条例制定につ

いて」原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員です。当委員会として原案どおり可決

することに決しました。 

続きまして、議案第128号「令和元年度西予市

野村介護老人保健施設事業会計補正予算（第１

号）」を議題といたします。 

岩本事務長の説明を求めます。 

○岩本つくし苑事務長 

議案第128号「令和元年度西予市野村介護老人
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保健施設事業会計補正予算（第１号）」について

ご説明申し上げます。 

補正予算書１ページをお開きください。 

今回の補正は、主に外国人技能実習生２名ほか

を雇用するための人件費及び実習生を受け入れる

際に必要となる各種手続等に係る費用121万

7000円を増額補正し、支出の総額を5億5916万

5000円とするものであります。 

補正予算書８ページの補正予算事項別明細書を

お開きください。 

支出につきまして、1款施設事業費用、1項施設

運営事業費用、1目給与費につきましては、外国

人技能実習生２名と生活指導員１名の分の給与費

を272万3000円計上いたしましたが、介護職員不

足のため体制が整わなかったため、当初予算にお

いて雇用を計画しておりました職員１名分の給与

費を312万8000円の減額調整をした結果、40万

5000円の減額補正となります。 

3目経費につきましては、実習生を受け入れる

際に必要となる各種手続に係る費用138万2000円

を増額補正し、また、7目研修費については、外

国人実習生が、入国後に日本語研修をする経費

24万円を増額補正するものであります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○源委員長 

以上で、説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑はありません

か。 

○加藤副委員長 

８ページの研修費の24万円の補正なんですけれ

ども、日本語研修などを行うということですが、

基本的に技能実習生というのは日本語がしゃべれ

る方が多いのではないかと思うのですが、医療の

関係などの日本語の勉強するための費用に当たる

ということですか。 

○岩本つくし苑事務長 

外国人モンゴルの実習生につきましては、今現

在のところ、日本語能力試験のＮ３程度の方が見

えられるということになっております。Ｎ３とい

うのは、日常的な場面で使われる日本語である程

度理解することができるというぐらいの程度でご

ざいますので、こちらへ見えられて日本語教育を

行う予定でございますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

○源委員長 

ほかにありませんか。 

○河野委員 

今の研修に関してですけども、つくし苑で実習

に入る前にするのか、どこかほかの地で。 

○岩本つくし苑事務長 

この研修につきましては、こちらへ入ってから

場所はつくし苑内で行いますが、その謝金として

2万円を４週３カ月分、計上する予定で考えてお

ります。 

○河野委員 

講習は教えに来てもらう人の賃金ということで

すか。 

○山岡医療介護部長 

先ほどの研修について若干補足をさせていただ

いたらと思います。 

先ほど岩本事務長が申しましたように、Ｎ３程

度の能力の方が見えられる。通常Ｎ４、数字が小

さくなるほど能力が高いということですが、一般

的にはＮ４以上ということですけど、今回の方は

Ｎ３の方が見えられるというようになっているん

ですけども、その中で、そういったレベルの方で

すけど、入国後２カ月間は、管理団体での研修が

ございます。その中で、日本語の補足する研修、

あるいはその介護の基礎等のことも含めた研修を

行った上で、実習実施施設としてのつくし苑に来

ていただくということで、その後もフォローをし

ていくと、日本語と先ほど酒井委員からもありま

したような文化等のフォローもしていくというこ

とで、そういったことの費用も考えているという

ことでございます。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○二宮委員 

今の件です。講師の件ですけども、講師はどち

らから来られる予定でしょうか。 

○山岡医療介護部長 

この内容についてはまだ決定はしておりませ

ん。先ほども一般会計で亀岡室長が申しましたよ

うに、まだ検討協議中ということで、今協議して

いる監理団体については、高知県南国市の監理団

体、モンゴルの方に結構特化しているところなん

ですけど、そこには日本語検定一級のモンゴル人

の方もおられたりします。今のところそういった

方のフォローということで想定はしていますけ
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ど、今後また状況によっては、県内での講師とか

そういった方でも適当な方がいていただければ、

そういったことも考えていきたい。 

また、将来的には、その監理組合についても、

県内あるいは地域の中でできていったらいいので

はないかなということも、市長とともにそういっ

たことも協議しているところでございます。 

○二宮委員 

場所がつくし苑ということで、勤務される場所

が、野村という場所の方言とか、お年寄りが相手

なので、そういう方言とかいうのがちょっと心配

かなと思うのでそういう面でまた講師の件で検討

していただければと思いますのでよろしくお願い

いたします。 

○源委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○源委員長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第128号「令和元年度西予市野村介護老人

保健施設事業会計補正予算（第１号）」について

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （賛成者挙手） 

○源委員長 

挙手全員であります。当委員会として原案どお

り可決することに決しました。 

本委員会に付託されました議案についての審査

は全て終了いたしました。 

本日はこれにて閉会をいたします。 

 

 

 閉会 午後３時45分 
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